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２．無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項 

 

 ２－１ 無人航空機を飛行させる者の訓練 

（１）基本的な操縦技量の習得 

   プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで

10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有す

る者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のた

めに許可等を受けた場所で行う。 

 

項 目 内 容 

離着陸 操縦者から３ｍ離れた位置で、３ｍの高さまで離陸し、指定

の範囲内に着陸すること。 

この飛行を５回連続して安定して行うことができること。 

ホバリング 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリ

ングにより指定された範囲内（半径１ｍの範囲内）にとどま

ることができること。 

左右方向の移

動 

指定された離陸地点から、左右方向に２０ｍ離れた着陸地点

に移動し、着陸することができること。 

この飛行を５回連続して安定して行うことができること。 

前後方向の移

動 

指定された離陸地点から、前後方向に２０ｍ離れた着陸地点

に移動し、着陸することができること。 

この飛行を５回連続して安定して行うことができること。 

水平面内での

飛行 

一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動す

ることができること。 

この飛行を５回連続して安定して行うことができること。 

 

（２）業務を実施するために必要な操縦技量の習得 

   基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練

習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた

場所で行う。 

 

 項 目 内 容 

対面飛行 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面

内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 

飛行の組合 操縦者から１０ｍ離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組

み合わせて飛行を５回連続して安定して行うことができるこ

と。 

８の字飛行 ８の字飛行を５回連続して安定して行うことができること。 

 


